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第
十
二
巻

第
二
號

フ
オ
ク
ラ
ン
ド
島
の
簾
厨
問
題
（
一
）

板
　
倉

卓
　
造

（2③

　
　
　
　
　
　
　
　
　
欄

　
，
南
太
西
洋
の
極
南
で
南
ア
メ
リ
ヵ
の
南
端
マ
ゼ
ラ
ン
海
峡
か
ら
東
へ
三
百
海
里
の
海
上
に
我
四
國
の
一
孚
よ
幽
稽

や
大
な
る
小
島
が
浮
ん
で
ゐ
る
。
そ
れ
が
蝕
に
問
題
の
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
島
（
国
髪
麟
鼠
同
切
一
嘗
留
）
で
あ
る
。
英
國
の

　
　
　
　
　
　
　
ク
ラ
ウ
ン
コ
ロ
る
ほ

最
小
且
つ
最
南
の
天
領
植
民
地
で
繕
人
ロ
三
千
に
も
足
ら
な
い
小
島
で
あ
る
の
で
本
國
の
英
人
で
さ
へ
其
名
を
知
ら

ぬ
も
の
が
あ
る
ε
去
ム
。
然
る
に
之
が
近
時
俄
に
有
名
に
な
つ
た
の
は
世
界
大
職
の
初
年
濁
違
の
フ
オ
ン
・
ス
ペ
『

艦
除
が
此
島
の
沖
で
英
國
の
ス
タ
，
ヂ
ー
艦
除
の
爲
に
撃
滅
せ
ら
れ
た
時
か
ら
で
あ
る
。
今
一
つ
此
島
を
多
少
有
客

　
　
　
　
　
7
オ
ク
ラ
y
ド
島
の
欝
驚
簡
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一



⑫藍4）

　
　
　
　
　
フ
オ
ク
ヲ
γ
ド
島
の
餓
局
闇
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

に
し
泥
の
は
現
任
の
島
知
事
が
曾
て
英
國
勢
働
露
中
の
有
力
な
領
袖
の
一
人
で
あ
つ
詮
オ
グ
ラ
ヂ
U
で
あ
る
と
ε
で

あ
る
。

　
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
島
が
英
図
の
領
有
に
鰯
し
陀
の
は
今
か
ら
恰
も
百
年
前
の
嘲
八
昌
二
年
で
あ
つ
た
冠
云
ふ
の
で
、

本
年
二
月
十
四
日
に
は
・
γ
ド
ソ
共
他
で
領
有
紀
念
百
年
祭
が
催
き
れ
だ
。
慮
が
此
島
は
本
奈
ス
ペ
イ
ン
の
所
領
で

あ
つ
た
か
ら
蝸
八
一
六
年
そ
の
南
釆
の
植
民
地
よ
り
猫
立
し
た
今
の
ア
ル
ぜ
ソ
チ
ン
が
之
を
相
績
す
る
梅
利
が
あ
る

ε
云
ム
主
張
を
以
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ソ
は
今
日
俺
ほ
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
島
の
英
領
π
る
こ
ε
を
否
認
し
、
現
k
同
國
の
地

圖
に
は
此
島
が
『
英
國
に
依
て
不
決
に
保
有
せ
ら
れ
て
ゐ
る
』
ε
云
ム
意
味
の
丈
字
を
特
記
し
て
ゐ
る
。

　
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
島
の
蹄
属
が
問
題
ε
な
る
の
は
即
ち
蝕
に
在
る
。
同
島
が
果
し
て
英
國
の
版
圖
に
離
馬
す
る
も
の

で
あ
る
ε
す
れ
ば
英
國
は
國
際
法
上
如
何
な
る
穫
原
に
因
て
其
本
來
の
傾
有
潜
把
る
ス
ペ
イ
ン
の
相
績
者
ア
ル
ゼ
ン

チ
γ
を
携
し
て
之
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
か
。
之
が
問
題
の
要
識
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
鎌
倉
時
代
の
末
か
ら
徳
川
時
代
の
初
に
か
け
て
前
後
約
三
百
年
の
長
き
間
、
朔
鮮
串
島
か
ら
支
那
一
番
の
澹
海
に

亘
♪
、
『
八
幡
大
菩
薩
』
ε
記
し
陀
る
標
旗
を
高
く
掲
げ
て
、
・
冠
略
を
恣
k
し
た
る
我
海
賊
舩
即
ち
彼
國
人
の
所
謂
『
八

幡
贈
』
の
狢
藪
は
、
天
正
十
六
年
、
秀
吉
の
禁
令
を
以
て
す
る
も
能
く
之
を
抑
ゆ
る
こ
ε
が
出
察
ず
、
其
鹸
勢
却
て
南
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洋
、
印
度
洋
の
逡
海
に
2
で
も
延
び
、
新
に
『
日
本
甲
螺
』
の
名
に
依
て
盆
々
海
上
に
威
を
振
ひ
、
當
時
東
印
度
k
逡

征
す
る
西
欧
諸
國
の
航
海
者
す
ら
其
却
掠
の
難
を
菟
か
る
、
≧
ε
が
出
來
な
か
つ
π
。
慶
長
十
年
即
ち
西
暦
一
六
〇

置
年
の
十
二
月
三
十
日
、
今
の
シ
ソ
泥
ポ
晋
〃
の
近
海
に
於
て
騰
航
の
途
中
、
横
死
を
途
げ
π
英
國
の
著
名
な
る
航

海
者
9
．
ン
・
デ
，
ヴ
ィ
ス
（
甘
蜜
ご
塁
國
脇
）
の
如
き
實
に
此
『
日
本
甲
螺
』
の
手
に
か
、
つ
た
の
で
あ
る
。

　
デ
ー
ヅ
ィ
ス
は
グ
リ
ー
ラ
ン
ド
ε
北
米
”
ッ
フ
4
ソ
。
ラ
ソ
ド
の
問
の
海
を
今
日
彼
の
名
k
因
て
デ
7
ヅ
ィ
ス
海
峡
叉

は
デ
晋
ヅ
ィ
ス
海
ε
呼
ぱ
る
、
如
く
英
國
ユ
リ
ナ
ペ
ス
朝
の
時
代
k
出
た
る
最
大
の
航
海
家
で
あ
つ
陀
。
彼
は
輔
五

八
五
年
か
ら
八
七
年
に
至
る
間
に
太
季
洋
へ
の
西
南
航
路
を
登
見
す
る
爲
に
引
績
い
て
三
度
び
北
氷
洋
の
遠
征
を
試

み
髭
。
デ
ー
ヴ
ィ
ス
海
鹸
の
壁
見
は
即
ち
此
遠
征
に
依
て
途
げ
ら
れ
泥
の
で
あ
る
が
、
彼
は
更
に
南
海
の
逡
征
を
企

て
、
東
印
度
に
到
る
こ
ε
二
同
、
共
二
回
目
の
蹄
路
に
於
て
『
日
本
甲
螺
』
の
厄
k
遭
ム
た
の
で
あ
る
。
彼
の
南
海
の

遠
征
は
前
年
の
北
氷
洋
に
於
け
る
如
く
期
待
さ
れ
た
成
功
を
途
げ
な
か
つ
た
け
れ
ぜ
も
、
然
も
其
第
一
同
の
航
海
（
一

五
九
二
年
）
に
於
て
彼
は
南
太
西
洋
の
海
上
に
始
め
て
フ
オ
ク
ラ
ン
ぎ
島
を
毅
見
し
た
の
で
あ
る
。
當
時
彼
竃
共
同

し
て
此
南
海
探
検
を
企
て
た
ト
ヲ
マ
ス
・
キ
ャ
ゲ
昌
ソ
デ
イ
シ
ユ
の
航
海
記
（
↓
訂
■
器
緯
＜
£
お
o
竃
冒
・
円
ぎ
旨
蜀
凹

9
器
且
一
静
）
中
に
噛
海
峡
（
マ
ぜ
ラ
ソ
）
か
ら
東
北
に
當
り
海
岸
（
南
ア
メ
ソ
カ
）
か
ら
五
十
り
，
グ
叉
は
そ
れ
よ
う
稽

や
遙
な
海
上
に
横
は
れ
る
前
人
未
見
』
の
或
島
の
問
に
吹
き
寄
せ
ら
れ
た
ε
あ
る
の
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
ε
云
ふ

　
　
　
　
　
7
オ
ク
，
γ
ド
島
の
麓
口
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菖
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フ
オ
ク
ラ
ン
ド
勧
の
欝
口
澗
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囚

（
い
琶
章
睾
珠
＆
3
一
〇
8
槻
轟
嘗
累
o
＝
ぼ
卑
窪
婁
O
o
一
8
…
o
辞
く
名
員
マ
鴇
ε
。
併
し
デ
，
ヴ
ィ
ス
は
此
島
を
輩

に
望
見
し
た
讐
け
で
上
陸
は
し
な
か
つ
π
ら
し
い
。

　
爾
來
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
島
は
幾
多
の
航
海
者
に
依
て
登
見
せ
ら
れ
叉
屡
々
そ
の
島
名
を
鍵
更
し
た
。
此
廃
に
始
め
て

名
を
附
し
た
も
の
は
英
國
に
於
け
る
奴
隷
貿
易
の
創
業
者
ε
禧
せ
ら
る
、
ナ
U
．
ジ
．
ソ
・
ホ
P
キ
ソ
ス
で
あ
つ
て
（
或

は
云
ム
共
子
ナ
警
・
ソ
チ
ャ
ー
ド
・
ホ
，
キ
ソ
ス
で
あ
る
ε
、
余
は
何
れ
が
正
確
な
る
や
を
詳
に
せ
ず
）
彼
は
デ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ

ヅ
4
．
ス
の
曇
見
か
ら
二
年
後
の
一
五
九
四
年
≧
の
島
を
見
出
し
之
に
『
ホ
ー
キ
ソ
ス
の
庭
女
島
』
（
＝
即
矩
短
昌
．
。。
冒
9
置
。
旨

冨
注
）
ε
命
名
し
π
。
虜
女
島
ε
は
當
時
の
ニ
リ
ナ
ペ
ス
女
皇
に
敬
意
を
表
す
る
意
味
に
於
て
附
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
歎
年
を
経
て
一
五
九
八
牟
か
ら
一
六
〇
〇
年
の
問
に
オ
ラ
ソ
ダ
人
セ
バ
ル
ド
．
デ
・
ヴ
エ
U
ル
ト
（
ω
呂
麟
犀

甑
く
8
詳
）
が
此
島
k
立
寄
り
己
の
名
を
取
つ
て
『
セ
瀦
ル
ド
島
』
（
oo
。
9
罷
．
切
回
。。
一
9
5
傷
和

。
。
『
盛
。
oo
。
ぴ
騨
匡
昌
。
。
。
）
ε
呼
ん

だ
こ
ピ
も
あ
る
。
現
名
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
は
更
に
九
十
年
後
一
六
八
九
年
（
或
は
曇
ム
一
六
九
〇
年
）
英
國
の
航
海
者
ス

ト
・
ソ
グ
が
此
島
の
水
道
に
奥
へ
π
名
総
で
あ
つ
て
彼
の
逡
征
後
援
者
フ
オ
ク
ラ
ン
ド
卿
（
ピ
o
箆
評
壼
睾
畠
）
に
因

ん
だ
の
で
あ
る
。
其
後
一
七
〇
〇
年
か
ら
一
七
〇
八
年
の
問
に
此
島
に
寄
つ
た
フ
ラ
ン
ス
の
航
海
者
等
は
叉
≧
れ
に

冨
塾
2
ぜ
窃
の
新
名
を
奥
へ
た
。
彼
等
の
出
帆
し
た
本
國
ナ
ン
尋
ロ
，
港
（
望
諸
巴
o
）
の
名
に
由
來
す
る
も
の
で

あ
る
が
ス
ペ
イ
γ
人
が
之
を
、
嵩
騨
試
醤
粉
ε
呼
ぷ
の
は
即
ち
共
韓
詑
で
あ
る
。
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共
名
稀
が
斯
く
イ
ギ
ツ
ス
人
、
オ
ラ
ン
グ
人
、
7
ラ
ソ
ス
人
、
ス
ペ
ィ
ソ
入
の
問
に
各
々
異
な
る
や
う
に
此
島
は

何
れ
の
國
に
蹄
属
す
る
の
で
あ
る
か
當
初
こ
れ
を
知
る
も
の
は
な
か
つ
た
。
否
な
何
れ
の
國
も
之
に
封
し
て
自
ら
領

有
樫
を
主
張
す
る
も
の
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
然
る
に
デ
，
ヴ
ィ
ス
が
此
島
を
駿
見
し
て
か
ら
約
百
五
十
年
を
経
て
始
め
て
フ
オ
ク
ラ
ン
ド
島
を
以
て
自
國
の
領

土
で
あ
る
ε
公
然
主
張
す
る
も
の
が
現
は
れ
た
。
そ
れ
は
千
五
百
年
代
の
初
期
に
於
け
る
登
見
以
後
、
二
百
年
來
、
今

の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
束
海
岸
地
方
を
領
有
し
て
ゐ
た
ス
ペ
イ
ソ
で
あ
つ
だ
．
即
ち
英
國
の
史
家
ミ
ラ
蓼
の
説
（
言
旨
9

国
馨
o
受
o
驚
ぼ
萄
一
碧
9
0
8
臓
o
目
）
ε
し
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ソ
の
國
際
法
學
者
力
〃
ヴ
ォ
の
引
用
す
る
所
に
擦
れ

ば
、
剛
七
四
四
年
、
世
界
一
周
航
海
か
ら
蹄
英
し
た
英
國
の
貴
族
ア
ソ
ン
ソ
卿
は
南
米
ホ
ー
ン
岬
を
廻
る
前
の
寄
航

地
ピ
し
て
此
島
が
最
も
便
利
な
地
鮎
で
あ
る
こ
ミ
を
唱
へ
、
十
年
後
（
輔
七
五
四
年
）
自
ら
海
軍
大
臣
ε
な
る
や
乃
ち

其
腹
案
を
實
行
せ
ん
ε
し
た
。
時
の
ス
ペ
イ
ソ
國
王
は
之
を
知
つ
て
島
は
夙
に
自
領
で
あ
る
ε
宣
言
し
、
駐
英
公
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

を
し
て
英
國
政
府
に
告
げ
し
む
る
に
．
若
し
遠
征
隊
を
涙
遣
す
る
英
國
の
目
的
が
島
を
占
領
せ
ん
ε
す
る
に
在
る
に

於
て
は
、
英
領
有
者
泥
る
ス
ペ
イ
ソ
に
封
す
る
敵
封
行
爲
で
あ
る
ε
の
抗
議
を
以
て
し
、
叉
も
し
そ
れ
が
輩
に
好
奇

心
に
出
づ
る
に
過
ぎ
ず
ピ
せ
ぱ
英
國
の
欲
す
る
滲
考
資
料
を
供
給
す
る
こ
ピ
を
群
せ
ず
ビ
の
意
を
通
ぜ
し
め
詫
其
結

果
、
英
國
は
途
に
其
遠
征
計
甕
を
中
止
し
た
ε
云
ふ
（
9
マ
ρ
営
U
§
二
暮
而
ヨ
韓
ご
欝
ご
日
㌍
ヤ
壱
℃
）
。

　
　
　
　
　
7
愛
ク
ラ
γ
ド
島
の
欝
口
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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フ
☆
ク
，
y
ド
一
昂
の
離
量
”
間
”
櫨
”
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
，

　
そ
れ
か
ら
又
十
年
を
経
た
一
七
六
四
年
二
月
に
至
つ
て
今
度
は
フ
ラ
ソ
ス
の
航
海
着
ル
イ
・
ド
・
プ
婁
ゲ
ソ
ヅ
ィ
ユ

（
ぎ
静
審
国
o
護
臥
琶
霞
o
）
な
る
も
の
が
此
島
の
海
岸
に
一
植
民
地
を
開
き
其
地
を
ボ
書
ト
・
ル
イ
ε
名
づ
け
た
。
ス

ペ
ィ
ソ
は
之
を
聞
い
て
自
領
を
侵
す
も
の
ε
爲
し
、
此
島
は
地
理
上
南
米
大
陸
に
騰
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
大
陸
の

領
有
者
π
る
ス
ペ
ィ
ソ
の
當
然
所
碩
す
る
も
の
で
あ
る
ε
て
右
7
ラ
ソ
ス
人
の
立
退
き
を
命
じ
た
。
プ
量
ゲ
ソ
ヴ
ユ

は
敢
て
争
は
な
か
つ
た
。
ス
ペ
イ
ソ
か
ら
多
額
の
賠
償
金
を
得
る
こ
ε
の
約
東
を
以
て
三
年
後
（
蛸
七
六
七
年
）
ス
ペ

イ
ソ
の
代
官
に
共
植
民
地
を
引
渡
し
て
島
を
去
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
然
る
に
前
記
フ
ラ
ゾ
ス
人
プ
9
ゲ
ソ
ヴ
ィ
ユ
が
此
島
に
植
民
地
を
開
い
て
か
ら
間
も
な
く
し
て
英
國
政
府
は
此
島

に
百
國
植
民
地
を
設
く
可
く
バ
イ
ロ
ン
提
督
を
涙
逡
し
た
。
バ
イ
駿
ソ
鑑
督
は
有
名
な
る
詩
人
バ
イ
貿
ソ
の
祀
父
で

あ
る
。
即
ち
彼
は
一
七
六
五
年
一
月
を
以
て
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
西
島
（
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
島
は
東
島
ε
西
島
ご
に
別
れ
フ

ラ
ソ
ス
人
の
植
民
地
は
東
島
の
方
に
在
つ
た
）
の
入
江
に
到
着
し
、
當
時
の
海
軍
大
臣
エ
グ
モ
ソ
ト
伯
の
名
に
因
ん

で
其
地
を
エ
グ
モ
ソ
ト
港
ε
命
名
す
る
ε
共
に
『
當
港
及
び
之
に
近
接
の
一
切
の
踏
島
を
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
島
の
名
の

下
に
英
國
王
ジ
．
ー
ジ
三
世
陛
下
の
爲
に
領
有
す
』
ピ
宣
言
し
た
。
此
島
が
英
國
に
依
て
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
ピ
公
式
に
命

名
せ
ら
れ
控
の
は
之
か
ら
で
あ
る
。
翌
年
（
一
七
六
六
年
）
の
始
に
は
英
本
國
か
ら
涙
遣
し
た
守
備
隊
が
エ
グ
モ
ソ
ト



（249）

に
上
陸
し
て
其
虜
に
丸
太
小
屋
の
駐
屯
所
を
設
け
た
。
斯
く
し
て
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
島
を
正
式
に
領
有
し
π
ε
宣
言
す

る
英
國
ピ
、
島
は
最
初
よ
り
自
國
に
厨
す
る
も
の
で
あ
る
ε
稔
す
る
ス
ベ
イ
ソ
ε
が
舷
に
相
封
抗
し
て
正
面
衝
爽
を

引
起
す
に
至
つ
た
の
で
あ
ゐ
。

　
即
ち
四
年
後
の
一
七
七
〇
年
六
月
、
ス
ペ
イ
γ
は
其
植
民
地
政
臆
の
所
在
地
ペ
ノ
ス
・
ア
ィ
レ
ス
か
ら
兵
を
涙
遣

し
て
前
記
エ
グ
モ
ソ
ト
港
に
於
け
る
英
兵
の
駐
屯
所
を
襲
ふ
て
破
壊
し
た
。
英
國
政
府
は
之
を
聞
い
て
大
に
怒
ゆ
断

然
ス
ペ
イ
ソ
に
封
し
て
宣
載
す
る
の
決
意
を
示
し
た
の
で
ス
ペ
イ
γ
途
に
屈
し
、
翌
年
（
一
七
七
開
年
）
一
月
二
十
二

日
の
協
約
に
依
て
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
島
に
於
け
る
英
國
の
財
産
を
還
附
す
る
ε
云
ふ
宣
書
を
駿
し
た
の
で
あ
る
が
、
其

宣
言
の
中
に
此
還
附
は
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
島
の
『
主
横
の
先
在
穫
の
問
題
』
（
盛
。
2
婁
幽
睾
o
置
暑
亀
自
嵩
の
窪
o
ぽ
o
く
、

魯。一

磐
ぐ
）
に
は
影
響
す
る
所
な
し
ε
断
は
つ
て
ゐ
る
。
時
の
英
國
政
府
は
此
協
約
を
以
て
瀧
足
の
も
の
ε
し
て
承
引

し
た
の
で
あ
つ
た
が
、
’
議
會
の
内
外
に
於
て
は
斯
く
て
は
島
の
主
槽
の
問
題
を
問
題
の
儘
に
放
棄
す
る
も
の
で
あ
る

ε
の
非
難
が
起
ク
、
論
孚
俄
に
喧
し
く
、
當
時
老
政
治
チ
ャ
タ
ム
伯
の
如
き
上
院
に
於
て
『
法
律
上
、
英
國
王
は
主
槽

以
外
の
名
目
で
領
土
を
保
有
す
る
こ
ε
が
出
來
る
か
否
か
』
ε
云
ふ
難
問
を
提
起
し
之
に
封
す
る
法
律
專
門
家
の
意

見
を
徴
せ
よ
ピ
の
動
議
を
提
出
し
た
程
で
あ
つ
た
。
幸
k
時
の
ノ
，
ス
内
閣
は
議
禽
に
多
藪
黛
の
支
捗
を
得
て
ゐ
た

の
で
事
な
き
を
得
に
け
れ
ご
も
噌
時
の
形
勢
は
ス
ペ
イ
ソ
ε
の
開
載
或
は
避
け
難
き
異
験
を
呈
し
て
ゐ
た
。
斯
く
て

　
　
　
　
　
フ
オ
ク
ラ
ン
ド
島
の
蘇
口
”
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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，
オ
ク
ラ
y
ド
鳥
の
露
周
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

英
兵
の
駐
屯
す
る
≧
ε
三
年
に
し
て
麟
七
七
四
年
五
月
愈
々
島
を
撤
退
す
る
に
際
し
、
エ
グ
モ
ソ
ト
の
褒
塁
に
輔
鉛

板
を
打
付
け
、
之
に
司
令
官
の
名
に
於
て
、
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
島
並
に
島
内
の
盤
銀
、
禽
庫
、
波
止
揚
、
港
、
機
．
及

び
入
江
は
英
國
王
に
局
す
る
も
の
で
あ
る
≧
ε
、
其
謹
接
ε
し
て
叢
に
此
鉛
板
を
打
付
け
置
く
こ
ピ
、
且
つ
占
領
の

標
詮
ε
し
て
英
國
旗
を
樹
て
、
椴
く
こ
ε
の
意
味
の
文
字
を
彫
刻
し
て
、
英
國
守
備
兵
は
本
國
に
引
揚
げ
た
の
で
あ

る
。

　
英
兵
の
引
揚
後
、
ス
ペ
イ
ン
は
乃
ち
新
に
島
守
を
任
命
し
、
守
備
兵
及
び
海
防
艦
を
置
き
、
更
に
一
七
七
六
年
及

び
七
年
の
雨
度
、
ペ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
政
慮
は
本
國
マ
ド
フ
．
ド
政
府
よ
り
、
翻
に
海
軍
碇
泊
所
を
設
置
す
る
こ
ε
、

並
に
エ
グ
モ
ソ
ト
の
英
國
墨
幽
の
残
部
を
取
う
壌
つ
こ
ε
の
命
令
を
受
け
、
一
七
八
輔
年
に
至
つ
て
之
を
完
成
し
た
。

　
此
事
實
は
フ
オ
ク
ラ
ン
ド
島
が
愈
々
ス
ペ
イ
ン
の
橿
力
内
に
蹄
す
る
に
至
つ
π
謹
明
ご
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

後
一
七
九
〇
年
十
月
、
英
國
ε
ス
ペ
イ
ン
ε
の
問
に
ナ
ソ
昌
レ
ソ
ツ
オ
條
約
成
り
、
常
時
ス
ペ
イ
ン
の
占
領
し
て
ゐ

た
此
島
の
南
岸
に
於
て
は
爾
國
ε
竜
植
民
地
を
設
け
な
い
こ
ピ
、
叉
英
國
臣
民
は
一
爾
岸
か
ら
十
り
，
ゲ
（
三
十
海
里
）

内
に
て
漁
業
に
從
事
し
な
い
≧
ピ
が
規
約
さ
れ
た
k
拘
ら
ず
然
竜
島
の
蹄
属
に
關
し
て
は
尚
ほ
決
せ
ら
れ
て
ゐ
な
ψ

の
で
あ
る
。
其
問
ス
ペ
イ
ソ
は
此
島
の
醐
部
を
流
刑
所
ε
し
て
使
用
し
た
こ
ε
が
あ
る
。

　
ナ
ソ
・
ロ
レ
ン
ツ
オ
條
約
か
ら
恰
も
二
十
年
を
経
た
一
八
一
〇
年
五
月
に
至
つ
て
南
米
ラ
・
ブ
ラ
タ
河
ロ
の
ス
ペ
イ
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ソ
領
に
革
命
が
起
つ
た
。
各
植
民
地
が
頻
に
本
國
に
背
い
て
立
ち
、
途
k
一
八
一
六
卑
濁
立
の
新
國
家
を
建
設
し
た

の
が
ペ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
政
府
即
ち
今
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ソ
共
和
國
で
あ
る
。
ペ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
の
猫
立
政
府
成
，
墓

礎既に

確
立
す
る
船
フ
オ
ク
ラ
ン
ド
島
は
奮
領
主
ス
ペ
ィ
ン
よ
う
相
績
し
た
も
の
ピ
辮
し
て
二
〇
年
十
一
月
六
日
正

式
に
之
を
其
領
土
に
編
入
し
、
更
に
一
八
二
九
年
六
月
十
日
に
至
9
公
然
左
の
布
皆
を
襲
し
た
。

　
『
一
八
一
〇
年
五
月
二
十
五
日
の
光
榮
あ
る
革
命
に
依
て
是
等
の
地
方
が
母
國
の
支
配
か
ら
分
離
し
た
當
時
、
噛
ペ

　
ィ
ソ
は
マ
ル
ヴ
4
ナ
ス
島
（
即
ち
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
島
）
及
び
チ
エ
ラ
・
デ
ル
・
フ
エ
ゴ
の
名
稔
の
下
k
知
ら
る
、
も
の

　
を
含
め
た
る
ホ
ー
ソ
岬
附
近
の
諸
島
全
部
を
領
有
し
て
ゐ
た
。
此
領
有
は
ス
ペ
イ
ソ
が
最
初
の
占
領
者
た
る
権
利
、

　
ヨ
警
ロ
．
バ
の
主
な
る
海
國
の
同
意
、
並
に
是
等
の
諸
島
が
ペ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
太
守
の
所
管
に
属
す
る
大
陸
に
接

　
近
し
且
っ
其
政
瞳
に
屑
し
だ
事
智
泥
依
て
正
當
な
も
の
ピ
認
あ
ら
れ
て
ゐ
陀
。
此
理
由
に
依
り
共
和
國
政
府
（
ア

　
ル
ゼ
ソ
チ
ン
政
府
）
は
母
國
が
從
來
是
等
地
方
k
行
ひ
且
つ
太
守
が
有
し
た
る
各
櫻
利
を
縫
承
し
た
も
の
ε
し
て

　
前
記
の
諸
島
、
其
港
濁
及
び
海
岸
に
支
配
を
行
ふ
て
來
た
．
尤
も
幾
多
の
事
情
が
あ
つ
て
今
日
ま
で
我
共
和
國
は

　
領
土
の
此
部
分
の
重
婁
な
る
k
拘
ら
ず
之
k
當
然
梯
ふ
可
き
注
意
を
梯
ム
こ
芝
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
然
る

　
k
共
和
國
の
諸
槽
利
を
確
保
し
同
時
に
前
記
諸
島
の
産
物
が
與
ム
る
利
盆
を
保
有
し
、
叉
住
民
が
必
要
を
威
じ
且

　
っ
其
當
然
享
有
す
可
き
保
護
を
彼
等
に
供
す
る
爲
め
必
要
な
る
愼
重
の
手
段
を
最
早
や
蓬
延
す
る
こ
ε
を
得
ざ
る

　
　
　
　
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
島
の
欝
罵
問
題
九
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7
オ
ク
ラ
ン
ド
島
の
飾
蹄
馬
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
に
至
つ
た
の
で
政
府
は
蝕
に
次
の
如
く
布
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
條
　
マ
ル
ヴ
ィ
ナ
ス
島
（
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
島
）
及
び
太
西
洋
に
於
て
ホ
ー
ソ
岬
に
接
す
る
諸
島
は
共
和
國
政
府

　
が
蓮
く
任
命
す
る
政
務
兼
軍
務
知
事
の
命
令
の
下
k
在
る
も
の
ε
す

　
第
二
條
　
前
條
の
政
務
兼
軍
務
知
事
は
ン
ル
ダ
．
ド
（
扁
名
ボ
蓼
ト
・
〃
イ
）
に
駐
在
し
此
地
に
は
共
和
國
々
旗
の
下

　
に
砲
蔓
を
築
逡
せ
ら
る
可
し

　
第
三
條
　
政
務
条
軍
務
知
事
は
前
記
諸
島
の
住
民
を
し
て
共
和
國
の
國
法
を
進
黍
せ
し
め
且
つ
沿
岸
に
於
て
海
豹

　
の
狩
猟
に
關
す
る
法
規
の
励
行
に
任
ず
可
き
も
の
ξ
す
』
（
oo
8
毒
昌
彗
・
一
寓
雪
β
一
暮
o
鴨
蕃
ま
轟
一
〇
器
3
り
露
β

℃
』
8
）

　
此
布
告
が
程
経
て
英
國
に
逮
す
る
や
英
國
政
府
は
直
に
在
疋
ノ
ス
・
ア
ィ
レ
ス
代
理
公
使
を
し
て
ア
ル
ゼ
ソ
チ
y

政
府
に
抗
議
を
提
起
せ
し
め
代
理
公
使
ウ
蓼
ド
バ
イ
ソ
。
．
ハ
フ
ヅ
シ
ユ
は
同
年
（
繭
八
二
九
年
）
十
一
月
十
九
日
を
以

て
左
の
書
面
を
ア
〃
ゼ
ソ
チ
ソ
外
務
卿
に
手
交
し
た
。

『
下
名
は
閣
下
に
告
ぐ
る
に
ア
ル
ぜ
ソ
チ
ソ
共
和
國
が
此
布
告
を
登
し
た
ヒ
ε
は
フ
貯
ク
ラ
ソ
ド
島
の
上
に
英
國

　
王
陛
下
の
有
す
る
主
梅
ε
雨
立
せ
ざ
る
権
能
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
こ
ε
を
以
て
す
可
く
本
國
政
府
の
命
令
に

接
し
た
。
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是
等
の
主
穂
は
該
島
の
最
切
の
畿
見
ε
其
後
の
占
領
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
更
に
一
七
七
一
年
ス
ペ
イ
ン
國
王

　
陛
下
は
前
年
該
島
に
於
け
る
英
國
の
植
民
地
が
ス
ペ
ィ
ソ
軍
に
依
て
攻
撃
占
領
せ
ら
れ
、
此
暴
行
は
爾
國
政
府
問

　
に
多
大
の
激
論
を
生
ぜ
し
め
た
も
の
で
あ
つ
た
の
を
、
途
に
英
國
k
還
附
せ
ら
れ
た
る
に
依
て
一
層
そ
の
確
認
を

　
得
た
も
の
で
あ
る
。

　
一
七
七
四
年
英
國
兵
が
該
島
か
ら
撤
退
し
た
の
は
英
國
の
正
嘗
な
る
横
利
を
無
効
な
ら
し
む
る
も
の
ε
す
る
を
得

　
な
い
。
此
撤
兵
は
英
國
王
陛
下
の
政
府
が
當
時
採
用
し
だ
る
経
費
節
約
の
方
針
を
實
行
す
る
爲
に
行
ふ
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
だ
ク
ス
　
　
ジ
ク
ナ
ル
ス

る
が
、
然
も
共
際
領
有
の
記
謹
ε
標
謹
を
該
島
に
残
し
て
置
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
知
事
は
此
退
去
に
臨
み
英
國

　
々
旗
を
樹
て
共
飽
一
切
の
手
績
を
履
み
て
我
領
有
の
穫
利
並
に
英
後
一
層
便
利
な
る
時
期
を
以
て
該
餌
土
の
占
碩

を
再
行
す
る
の
意
思
を
表
示
し
て
置
い
た
の
で
あ
る
。

依
て
下
名
は
我
政
府
の
訓
令
に
從
ぴ
、
英
國
王
陛
下
の
名
に
於
て
、
ペ
ノ
ζ
ア
イ
レ
ス
政
府
が
六
月
十
日
の
布
告

に
於
て
爲
せ
る
主
張
に
封
し
、
及
び
從
來
英
國
王
の
行
使
せ
る
正
當
な
る
主
槽
を
害
し
て
行
ひ
叉
は
今
後
行
は
ん

　
ε
す
る
一
切
の
行
爲
に
封
し
て
嚴
重
に
抗
議
す
る
も
の
で
あ
る
』
（
薫
ユ
笹
讐
o
）

　
英
國
が
此
抗
議
に
於
て
フ
オ
ク
ラ
ン
ド
島
の
領
有
権
を
主
張
す
る
根
擦
は
、
（
一
）
英
國
は
此
島
の
最
初
の
登
見
者

で
あ
ウ
且
つ
爾
後
占
領
し
た
も
の
で
あ
る
こ
で
、
（
二
）
英
國
が
一
時
こ
の
島
か
ら
撤
兵
し
ね
の
は
放
棄
の
意
思
に
依

　
　
　
　
7
オ
ク
ラ
ン
ド
島
の
麟
購
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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7
オ
ク
ラ
ン
ド
島
の
麟
口
閃
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

る
も
の
で
は
な
く
後
日
更
k
占
領
を
再
行
す
る
の
意
思
を
表
示
せ
る
謹
振
を
存
し
て
置
い
た
こ
ε
の
二
鐵
に
蹄
す
る

の
で
あ
る
。
之
を
往
時
行
は
れ
た
る
、
無
主
の
地
を
版
圖
ε
し
て
取
得
す
る
に
關
す
る
國
際
法
の
通
念
ε
、
近
世
國

際
法
の
原
則
ε
に
照
し
て
、
英
國
の
此
主
張
を
検
討
し
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
併
し
之
は
後
段
に
譲
る
を
便
利
ε
し

引
績
き
其
後
の
問
題
の
経
過
を
明
か
に
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
囚

　
斯
く
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
島
の
領
有
樒
に
關
し
て
英
國
ε
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ソ
ε
の
問
に
紛
孚
を
総
績
し
て
居
る
一
方
に
、

叉
こ
の
島
の
漁
業
樫
に
關
し
て
米
國
ε
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ソ
ビ
の
間
に
紛
孚
が
起
つ
彪
。

　
ア
〃
ゼ
ン
チ
ン
政
府
は
フ
オ
ク
ラ
ン
ド
島
の
領
有
を
宣
言
せ
る
右
一
八
二
九
礁
六
月
十
日
の
布
皆
前
、
既
に
ド
ソ
．

〃
タ
イ
ス
・
ヴ
ェ
ル
ネ
．
ト
（
U
9
ピ
o
昏
く
o
導
9
）
な
る
も
の
に
島
内
の
土
地
を
下
附
し
且
つ
全
島
の
漁
業
穫
を
與
へ
、

其
布
告
後
更
に
同
人
を
島
の
知
事
に
任
用
し
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
一
八
三
一
醸
十
一
月
彼
は
島
の
澹
岸
で
漁
業
k

從
事
し
つ
、
あ
つ
詑
米
國
の
漁
船
三
隻
を
捕
獲
し
船
長
以
下
乗
組
員
を
逮
捕
じ
て
、
船
を
ペ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
に
引
致

没
牧
す
る
に
至
つ
た
。
ペ
ノ
ス
・
ア
ィ
レ
ス
駐
在
米
國
領
事
は
乃
ち
之
に
謝
し
て
嚴
重
に
抗
議
し
、
牟
世
紀
以
上
の
久

し
き
に
亘
つ
て
米
國
漁
船
の
有
し
彪
る
漁
業
権
を
何
等
の
豫
告
な
く
し
て
之
を
剰
慰
す
る
の
不
法
な
る
を
詰
◎
、
『
ベ

ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
政
府
の
権
利
を
孚
ふ
可
か
ら
ざ
る
も
の
ピ
假
定
し
て
も
、
米
國
は
米
國
船
の
捕
獲
に
封
し
て
抗
議
し
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共
返
還
ε
賠
償
を
要
求
す
る
の
正
欝
な
る
理
由
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
』
（
国
8
β
皇
鷺
鴇
o
嵩
旨
R
轟
ぎ
轟
一
萄
き

く〇一」

｝
つ
oo
o
o
o
）
ピ
嚴
談
に
出
で
髭
る
塵
、
数
日
を
纒
る
も
ベ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
政
府
が
之
に
浦
足
な
る
同
答
を
興
へ

な
い
の
で
米
國
軍
艦
レ
キ
シ
γ
ト
ン
は
島
の
自
國
漁
民
を
保
護
す
る
爲
め
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
島
に
念
航
し
、
實
力
に
依

て
夢
エ
ル
ネ
．
ト
知
事
の
命
令
を
一
蹴
し
た
。
米
艦
長
は
同
時
に
ア
〃
ゼ
ソ
チ
ソ
外
務
卿
に
封
し
て
、
ヴ
ェ
〃
．
矛
．
ト
が

共
捕
獲
し
た
米
國
漁
船
の
蝋
隻
か
ら
殆
ご
輔
物
を
竜
残
さ
ず
掠
奪
を
行
ム
て
ゐ
た
購
変
を
指
摘
し
、
彼
を
海
賊
及
び

強
盗
の
罪
を
以
て
米
國
に
引
波
す
か
然
ら
ざ
れ
ば
ペ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
政
府
に
於
て
彼
を
逮
捕
す
可
き
之
ε
を
要
求

し
た
の
で
あ
る
。
7
ル
ゼ
ソ
チ
ン
は
米
艦
長
の
此
行
動
を
怒
る
≧
ピ
甚
し
く
、
翌
一
八
三
二
年
二
月
十
四
日
の
布
告

を
以
て
、
米
國
レ
キ
シ
ン
ト
ソ
艦
長
は
季
時
に
於
て
我
植
民
地
に
侵
入
し
、
我
公
有
財
産
．
を
破
壕
し
、
我
人
民
を
攻

撃
し
、
爲
に
我
島
民
中
、
家
を
逐
は
れ
、
或
は
欺
か
れ
て
ウ
ル
グ
ェ
奪
の
海
岸
に
蓮
ぱ
れ
て
逡
棄
さ
れ
た
ε
登
表
す
る

ε
同
時
k
、
米
國
領
事
k
封
し
て
は
、
共
所
言
前
後
不
揃
ひ
な
る
を
以
て
此
上
彼
ε
正
式
の
交
渉
を
爲
す
こ
ε
を
中

止
す
る
旨
を
通
告
し
て
談
劃
を
断
絶
し
た
。

　
之
よ
9
先
き
ペ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
駐
在
米
國
沸
理
公
使
フ
オ
プ
ス
が
死
ん
だ
の
で
フ
シ
ソ
ト
ン
政
府
は
同
年
（
叫
八

三
二
年
）
U
月
ぺ
ー
り
聖
フ
な
る
も
の
を
新
公
使
に
任
命
し
至
念
赴
任
す
可
き
を
命
じ
、
其
出
畿
に
際
し
右
ヴ
ェ
ル

ネ
ッ
ト
事
件
の
談
到
に
關
す
る
極
め
て
長
文
の
訓
令
を
與
へ
、
新
公
使
は
軍
艦
に
搭
乗
し
て
六
月
二
十
日
任
地
に
着
い

　
　
　
　
　
フ
オ
ク
ラ
ン
ド
島
の
覧
簡
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
昌
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7
ナ
ク
ラ
ン
ド
島
の
簾
局
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

セ
。
此
訓
令
は
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
，
島
に
於
て
米
國
人
民
が
五
十
年
以
上
k
亘
つ
て
有
す
る
漁
業
の
自
由
を
主
張
し
、
之

を
條
約
の
明
文
に
承
認
す
る
こ
ε
を
要
求
せ
し
め
、
叉
ヅ
轟
〃
ネ
．
ト
の
捕
獲
し
ね
米
國
漁
般
に
關
し
て
は
其
返
還
ピ

賠
償
を
宴
求
せ
し
め
ヤ
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ソ
政
府
に
し
て
若
し
プ
戸
ネ
．
ト
の
行
爲
に
無
闘
係
で
あ
る
ε
曇
は
鳩
、
フ
オ
ク

ラ
ソ
ド
島
に
於
け
る
同
人
の
植
民
地
を
武
力
に
依
て
破
壌
し
、
且
つ
裁
例
に
附
す
る
爲
め
彼
を
ペ
ノ
ス
．
ア
ィ
レ
ス
に

引
行
く
可
き
こ
ε
を
命
じ
た
の
で
あ
つ
て
、
ε
て
も
強
烈
な
態
度
で
あ
つ
た
か
ら
、
新
米
國
公
使
は
ペ
ノ
ζ
ア
イ
レ

ス
k
着
任
す
る
や
直
に
ア
〃
ゼ
ソ
チ
ソ
外
務
卿
に
封
し
て
強
硬
な
談
到
を
開
始
し
、
ヴ
晶
ル
、
塾
．
ト
が
米
國
漁
船
及
び

漁
民
k
加
へ
π
る
暴
行
に
封
す
る
完
全
な
る
賠
償
を
嚴
重
に
要
求
し
、
更
に
進
ん
で
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ン
政
府
は
フ
踏
ク

ラ
ソ
ド
島
、
チ
エ
ラ
・
デ
ぞ
フ
エ
ゴ
、
ホ
書
ソ
岬
そ
の
他
附
近
に
於
け
る
太
西
洋
鰭
島
の
海
上
、
海
岸
並
に
陸
上
に

於
で
一
，
切
の
漁
猟
に
從
事
す
る
米
國
漁
舩
及
び
米
國
人
民
に
干
渉
す
る
の
櫨
利
な
蓉
こ
ε
を
主
張
し
、
其
携
帯
せ
る

調
令
中
に
指
示
せ
る
『
凡
そ
無
佳
地
の
海
岸
は
假
令
ひ
名
義
上
一
國
の
主
穗
の
下
に
在
ウ
ε
し
て
も
、
事
實
上
濁
立
せ

る
聲
人
の
種
族
に
依
て
占
領
せ
ら
る
、
も
の
に
於
て
は
、
共
海
岸
の
使
用
を
他
國
に
封
し
て
痘
否
す
る
の
権
利
は
薯

し
く
薄
弱
な
る
基
礎
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
之
は
南
緯
四
十
一
度
の
ネ
グ
ロ
河
叉
は
ヅ
ソ
ト
ス
河
よ
ウ
最
南
端

に
至
る
間
の
全
南
米
大
陸
、
並
に
チ
晶
ラ
・
デ
ル
・
フ
」
及
び
ス
タ
，
テ
ソ
島
附
近
の
訟
島
に
適
用
せ
ら
る
可
く
、
叉

そ
の
太
李
洋
側
k
在
9
て
は
ア
ラ
カ
ウ
晶
ヤ
γ
族
、
太
西
洋
側
に
在
ウ
て
は
ペ
ル
チ
、
バ
タ
ゴ
一
一
ヤ
ン
共
他
の
諸
種



（艶り

族
の
如
き
完
至
に
濁
立
し
て
ぬ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
是
等
地
方
の
海
岸
の
共
同
使
用
に
封
し
て
何
等
合
理
的
反
封
あ

る
こ
ピ
を
得
な
塾
。
而
し
て
ペ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
の
現
政
府
が
是
等
の
漁
地
の
上
に
権
利
を
設
定
す
る
に
必
要
ε
す
る

領
土
の
範
園
が
何
露
設
で
及
ぶ
可
き
か
ぱ
、
假
に
是
等
漁
地
を
同
國
主
穂
に
附
薦
す
る
竜
の
ε
し
て
も
更
に
重
要
な

る
一
問
題
で
あ
つ
て
、
貴
官
（
ぺ
ー
り
U
ス
公
使
）
の
注
意
を
要
す
る
所
な
る
が
我
政
府
は
宋
だ
之
を
決
す
る
手
段
を

持
ぬ
な
い
。
併
し
ス
ペ
イ
ソ
政
府
の
下
に
於
け
る
當
時
の
ぜ
ノ
メ
。
ア
イ
レ
箔
太
守
の
領
地
は
ラ
。
ブ
ラ
タ
河
爾
岸
の

地
方
を
包
含
し
π
る
に
止
設
ウ
、
且
つ
是
等
地
方
の
實
駿
を
到
断
す
る
に
爾
ほ
其
無
住
の
幾
態
に
徴
す
る
ε
き
は
各

自
狸
立
の
政
府
を
設
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
も
．
ハ
タ
ゴ
昌
ヤ
に
至
つ
て
は
曾
て
ペ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
州
そ
の
も
の

、
内
に
包
含
き
れ
て
ゐ
π
ご
は
信
ず
る
を
得
な
い
こ
ε
で
あ
つ
て
、
樋
七
七
八
年
ス
ペ
イ
ソ
人
が
同
地
に
移
民
地
を

設
け
ん
ε
し
た
計
書
は
あ
つ
た
け
れ
ご
も
、
途
中
モ
ソ
テ
・
ヴ
イ
デ
オ
（
今
，
ル
グ
ェ
ー
國
の
首
府
）
ま
で
移
民
を
蓮
ぱ

れ
た
ば
か
り
で
共
計
薔
は
放
棄
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
全
大
陸
、
チ
エ
ラ
・
デ
ぞ
フ
チ
の
諸
島
、
及
ぴ
ス
タ
書

テ
ソ
島
は
今
爾
ほ
其
畿
見
當
時
に
於
け
る
如
く
無
住
地
建
し
て
存
す
る
も
の
で
あ
る
』
（
置
8
罫
ぎ
一
・
ご
掌
o。
o
o
騨
）
ε

の
見
解
に
墓
づ
き
、
チ
昌
ラ
・
デ
〃
・
フ
ェ
ゴ
諸
島
の
一
ε
見
倣
せ
る
ア
オ
ク
ラ
ン
ド
島
に
封
す
る
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ン
の
顧

有
繧
を
否
認
し
た
の
で
あ
る
。

　
米
國
公
使
の
此
抗
議
に
封
し
て
ア
〃
ぜ
ソ
チ
ソ
外
務
卿
は
ヴ
ェ
ぞ
矛
．
ト
の
行
爲
を
大
に
辮
護
し
、
更
に
フ
オ
ク
ラ

　
　
　
　
　
7
オ
ク
ラ
ン
ド
島
の
陰
｝
働
閃
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
流
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フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
島
の
欝
腸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
購
六

ソ
ド
島
の
領
有
権
を
主
張
し
て
、
却
て
米
國
領
事
及
び
米
艦
レ
キ
シ
ン
ト
ソ
艦
畏
の
行
動
を
攻
撃
し
、
蕾
に
賠
償
の

要
求
を
癒
繕
す
る
の
み
な
ら
ず
逆
に
米
國
政
府
に
封
し
て
遇
速
且
つ
十
分
な
る
陳
謝
ε
完
全
な
る
賠
償
を
要
求
す
る

の
蓮
襲
的
態
度
に
出
ね
。
“
鼓
に
於
て
米
國
公
使
は
此
上
談
鋼
は
無
用
な
う
ε
し
蜥
然
旋
雰
の
返
附
を
求
め
た
の
で
あ

る
（
即
ち
任
地
を
引
揚
げ
蹴
國
の
決
心
を
示
し
た
の
で
あ
る
）
。
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ソ
外
務
卿
は
米
國
公
使
の
斯
か
る
早
計

な
る
態
度
に
抗
議
し
由
然
ら
ば
本
件
を
第
三
國
の
仲
裁
々
到
又
は
居
中
調
停
k
附
す
可
き
こ
ε
を
提
議
し
た
け
れ
ど

も
、
米
國
公
使
は
飽
ま
で
談
鈍
中
止
の
決
心
を
固
持
し
て
取
合
は
な
か
つ
た
の
で
途
に
旅
券
を
返
附
し
、
雨
國
の
外

交
闘
係
は
薬
後
一
時
断
繕
す
る
に
至
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
竃

　
米
國
が
ヅ
茜
ネ
．
ト
事
件
の
爲
に
軍
艦
を
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
島
に
涙
遣
し
た
ε
の
報
道
を
聞
い
て
、
英
國
は
之
を
以
て

米
國
が
同
島
を
占
領
す
る
意
圃
あ
る
も
の
ε
推
測
し
、
曾
て
一
七
七
四
年
エ
グ
塘
ン
ト
港
を
撤
退
し
て
よ
り
約
五
十

年
來
の
睡
眠
釈
態
か
ら
俄
然
ピ
目
畳
め
た
。
即
ち
英
國
政
府
は
一
八
三
二
年
の
慕
、
軍
艦
ク
ラ
イ
オ
を
フ
オ
ク
ラ
ソ

下
島
に
急
航
せ
し
め
、
十
二
月
十
二
日
エ
グ
モ
ソ
ト
港
に
着
く
や
英
國
旗
を
掲
げ
、
奮
墨
鰻
を
修
理
し
、
更
に
コ
八

三
二
年
十
二
月
二
十
三
日
、
是
等
の
島
々
の
上
に
主
櫻
を
行
使
す
る
目
的
を
以
て
英
國
軍
艦
ク
ラ
ィ
ォ
裾
る
』
ピ
の

刻
板
を
塁
壁
に
打
付
け
詫
。



く259）

　
英
艦
長
は
エ
グ
モ
ソ
ト
港
よ
ウ
轄
じ
て
ン
ル
ダ
ッ
ド
港
に
到
う
た
る
塵
、
其
塵
に
偶
然
ベ
ノ
ぞ
ア
イ
レ
ス
よ
ウ
涙

逡
せ
ら
れ
た
ア
〃
ゼ
ソ
チ
ソ
の
一
小
守
備
隊
の
ね
る
の
を
登
見
し
た
。
襲
に
米
艦
の
爲
に
同
地
の
ヴ
ェ
ル
ネ
．
ト
植
民

地
が
破
壊
さ
れ
花
に
拘
ら
ず
黄
和
國
の
櫃
利
を
再
建
す
る
爲
に
去
る
十
月
涙
邉
せ
ら
れ
π
竜
の
で
あ
つ
ね
。
英
艦
長

は
乃
ち
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ン
守
備
隊
長
に
向
つ
て
左
の
通
告
を
登
し
至
急
退
去
を
迫
ま
つ
た
の
で
あ
る
。

『
本
官
は
英
國
南
米
艦
除
司
令
長
官
閣
下
よ
り
、
英
國
皇
帝
陛
下
の
名
に
於
て
、
是
等
諸
島
に
於
け
る
主
梅
を
行
使

　
す
る
の
命
令
を
受
け
た
る
こ
ε
を
貴
官
に
通
告
す
。

　
本
官
は
明
朝
を
以
て
海
岸
に
英
國
旗
を
掲
揚
す
可
し
。
依
て
貴
官
は
貴
國
旗
を
引
降
ろ
し
貴
政
府
に
属
す
る
一
切

　
の
貯
藏
品
ε
共
に
貴
國
軍
除
を
撤
去
せ
ら
れ
ん
こ
ピ
を
要
求
す
』
（
oo
8
姜
色
彗
（
一
冒
畢
β
｝
臼
8
匂
℃
』
誌
）

　
之
は
一
八
三
三
年
扁
月
二
日
の
乙
ε
で
あ
つ
た
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
守
備
隊
長
は
圃
よ
う
之
に
抗
議
を
試
み
π
の
で

あ
つ
た
が
、
如
何
せ
ん
兵
力
明
か
に
劣
勢
で
あ
る
の
で
抗
す
る
こ
ε
が
出
奈
ず
、
撤
退
の
要
求
に
慮
ず
る
の
外
は
な

か
つ
π
。
併
し
流
石
に
自
國
旗
を
撤
去
す
る
こ
ε
だ
け
は
拒
絶
し
た
。
そ
こ
で
翌
朝
九
時
、
英
國
軍
艦
は
水
兵
及
ぴ

陸
職
隊
を
乗
せ
た
三
隻
の
ボ
蜜
ト
を
港
内
に
涙
し
、
ア
ル
ゼ
ソ
テ
ン
守
備
除
本
部
の
附
近
に
在
つ
た
一
英
人
の
屋
上

に
旗
竿
を
立
ず
、
、
英
國
旗
を
掲
げ
、
更
に
海
岸
に
翻
ヘ
ゥ
つ
、
あ
つ
た
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ソ
の
國
旗
を
引
降
ろ
し
之
を
碇

泊
中
の
岡
國
軍
艦
に
引
渡
し
た
。

　
　
　
　
　
7
オ
ク
ラ
ン
ド
島
の
麟
馬
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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7
オ
ク
ヲ
ン
ド
島
の
麟
腸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
八

　
英
艦
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
島
占
領
の
報
一
た
び
ベ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
に
蓮
す
る
や
政
府
は
直
に
在
任
英
國
公
使
に
極
め

て
饅
重
な
る
抗
議
を
爲
し
（
一
八
三
三
年
一
月
二
十
二
日
）
、
更
k
四
月
二
十
四
日
英
國
駐
在
の
自
國
公
使
を
し
て
英

國
政
府
は
實
際
に
占
領
の
命
令
を
登
し
た
る
か
否
か
を
詰
問
せ
し
め
た
。
時
の
英
國
外
務
大
臣
パ
ァ
マ
警
ス
ト
ン
卿

は
四
月
二
十
七
日
附
こ
れ
k
答
ム
る
忙
、
英
國
政
府
は
任
所
の
司
令
長
官
に
『
英
圃
皇
帝
陛
下
に
囑
す
る
古
來
の
明

々
白
々
な
る
主
梅
を
行
使
す
可
き
≧
ビ
』
を
訓
令
し
た
る
旨
、
つ
キ
リ
言
明
し
た
の
で
、
六
月
十
七
日
ア
〃
ゼ
ン
チ

ソ
公
使
は
轟
ぴ
英
國
外
務
大
臣
に
封
し
、
フ
オ
ク
ラ
ン
ド
島
に
於
け
る
共
和
國
の
寅
梅
の
完
全
に
確
立
せ
ら
れ
て
ゐ

る
こ
ε
、
英
國
よ
う
竜
先
き
に
ス
ペ
イ
ソ
の
穫
利
が
既
在
す
る
の
痴
、
あ
る
か
ら
英
國
の
主
張
は
承
認
す
る
≧
定
を
得

な
い
ピ
云
ひ
、
『
下
名
は
本
國
の
訓
令
に
墓
づ
き
、
英
國
が
最
近
マ
ル
ヅ
ィ
ナ
ス
島
（
即
ち
フ
オ
ク
ラ
ソ
ド
島
）
の
主
梅

を
纂
奪
し
た
る
こ
ε
、
並
に
英
國
軍
艦
ク
ラ
イ
オ
が
ボ
書
ト
・
ル
イ
一
名
ボ
，
ト
・
ソ
ル
ダ
．
ド
に
於
け
る
共
和
國
の

建
設
物
を
破
壊
し
た
る
こ
ピ
に
…
封
し
て
、
之
よ
う
生
じ
た
る
損
害
賠
償
要
求
の
保
留
の
下
に
、
鼓
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

共
和
國
政
府
の
名
に
於
て
嚴
重
に
抗
議
す
る
も
の
で
あ
る
』
（
9
一
く
P
ぎ
一
』
㌧
亨
七
一
）
ε
通
じ
た
。

　
然
れ
ご
も
英
國
政
府
は
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ソ
政
府
の
此
抗
議
に
毫
も
耳
を
假
す
こ
ε
な
く
、
翌
一
八
三
四
年
一
月
八
日
、

パ
ァ
マ
書
ス
ト
ソ
卿
は
右
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ソ
公
使
の
通
告
k
封
し
、
共
和
國
の
主
張
を
全
然
拒
絶
し
、
且
つ
『
事
件
の
眞

相
が
ア
ル
ぜ
ン
チ
ソ
政
府
k
解
せ
ら
る
、
に
至
ら
ぱ
同
政
府
は
英
國
が
其
明
白
に
有
す
る
主
槽
を
行
使
し
た
る
も
の



k
過
響
な
い
こ
ε
を
此
上
争
は
な
い
で
あ
ら
う
』
ε
の
言
を
以
て
告
げ
た
。
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ソ
公
使
は
同
年
十
二
月
二

十
九
日
重
ね
て
英
國
政
府
に
抗
議
的
同
答
を
爲
し
た
け
れ
ご
も
、
英
國
が
テ
ソ
デ
封
手
に
な
ら
ぬ
の
で
雫
論
は
一
旦

中
絶
し
た
観
が
あ
つ
π
が
、
更
に
璽
一
八
三
五
年
十
二
月
三
十
一
日
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ソ
共
和
國
大
統
領
は
ペ
ノ
ス
・
ア

イ
レ
ス
州
議
會
に
宛
て
た
る
敏
書
に
於
て
、
政
府
は
英
國
政
府
に
封
す
る
要
求
を
放
棄
す
る
も
の
で
な
く
、
フ
貯
ク

ラ
ソ
ド
島
並
に
賠
償
に
關
す
る
共
和
國
の
明
臼
疑
ふ
可
か
ら
ざ
る
権
利
の
承
認
を
要
求
す
る
の
意
あ
る
旨
を
聲
明

し
、
後
一
八
三
七
年
一
月
一
日
の
教
書
に
於
て
も
之
を
再
言
し
て
依
然
そ
の
主
張
を
閲
持
す
る
の
態
度
を
示
じ
た
。

　
そ
れ
か
ら
四
年
後
に
今
輔
度
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
駐
英
公
使
は
英
國
新
内
閣
の
外
務
大
臣
ア
バ
ー
デ
イ
ソ
卿
に
封
し

通
告
し
て
、
荷
ほ
未
だ
瀦
足
の
同
答
を
得
ざ
る
こ
ε
を
訴
へ
、
解
決
を
催
促
し
た
の
で
お
る
け
れ
ご
も
、
其
時
も
英

國
政
府
は
一
向
取
合
は
澱
の
で
途
に
問
題
は
自
然
清
滅
の
搬
に
鶴
し
た
一
方
、
英
國
は
一
八
四
三
年
ま
で
此
島
を
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ラ
ウ
ン
ニ
リ
メ
ヨ

軍
の
手
に
委
ね
て
ゐ
た
の
を
同
年
天
領
植
民
地
に
編
入
し
、
東
島
の
ス
タ
ソ
レ
ー
港
に
政
磨
を
置
き
、
爾
奈
植
民
を

奨
励
し
て
住
民
約
三
千
人
、
（
多
く
は
ス
号
ト
ラ
ソ
ド
人
）
專
ら
養
牧
に
從
事
し
て
ゐ
る
。

（261）

フ
オ
ク
ラ
ン
ド
島
の
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醤
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